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○概要

○用語説明

市町村民経済計算

付加価値と三面等価

市町村内概念

市町村民概念

市内総生産

総生産と純生産

輸入品に課される
税・関税

総資本形成に係る
消費税

市民所得の分配

雇用者報酬

雇主の現実社会負担

雇主の帰属社会負担

財産所得
（非企業部門）

一般政府

家計

対家計民間
非営利団体

企業所得

持ち家の企業所得
　居住形態（持ち家、借家、借間）の違いによる総生産等の差をなくすために、市町村民経済計算では、持
ち家を自分自身に貸していると擬制して市場家賃で評価する（このような計算を帰属計算という。）ことか
ら、持ち家は個人企業の一部として扱われます。その企業所得は、他の企業所得と同じ概念です。

　社会保障基金や年金基金に含まれない退職一時金や公務災害補償など雇主自身の源泉から給付が行われる
もので、給付額と同額を雇主の社会負担として帰属させることから、帰属社会負担と呼ばれます。

　一般政府・家計・対家計民間非営利団体といった非企業部門において、金融資産や土地財産などの貸借か
ら発生する所得を計上したものです。その内訳は、利子、配当、その他の投資所得、賃貸料に分かれ、家計
部門のみ内訳を掲載しています。企業部門の財産所得は、企業所得に含まれます。

　中央政府（国出先機関）、地方政府（県、市町村）とそれらによって設定、管理されている社会保障基金
から構成されます。政府及び社会保障基金に支配、資金供給され、非市場生産に従事している非営利団体も
含まれます。

　同じ住居で、特定の財貨やサービスを消費する人々の小集団のことで、自営の個人企業も含まれます。

　政府により支配、資金供給されているものを除き、家計に対して、他の方法では効率的に提供し得ない社
会的、公共的サービスを利益追求を旨とすることなく提供する団体のことです。日本標準産業分類上、学校
教育、宗教、労働団体等に属し、かつ経営組織形態が会社以外の法人または法人でない団体が該当します。

　営業余剰（純生産から雇用者報酬を差し引いたもの）と混合所得（家計部門における個人企業の所得）に
受け取った財産所得を加算し、支払った財産所得を控除したもので、企業会計の経常利益に近い概念です。

　雇主によって直接社会保障基金や年金基金に支払われるもので、社会保険や企業年金などが該当します。

岩手県が公表している「令和 3 年度岩手県市町村民経済計算」の結果を表したものです。平成25年度から、従来の「岩手県の市
町村民所得推計」に代わり、県主体での「岩手県市町村民経済計算」の推計が開始されました。市町村民経済計算の概念・推計方
法を内閣府経済社会総合研究所が示す「県民経済計算標準方式（平成17年基準版）」に基づき算出した県民経済計算に準じること

により、時系列推移での把握が可能となったほか、県外市町村等と相互比較ができるようになりました。また、平成27年度から、

推計方法が最新の国際基準である平成23年基準に変更されました。

令和 2 年度以前の数値については、推計方法の変更や新しい統計結果等により遡及改定をしており、過去の公表値と異なる場合

がありますので、数値の利用に当たっては注意が必要です。平成27年度以前の数値を利用する場合は、本書を参照してください。

　市町村単位での 1 年間に生み出された価値（付加価値）を「生産」、「分配」、「支出」の三面から捉
え、市町村の経済規模、産業構造等を明らかにしようとするものです。岩手県の市町村民経済計算では、生
産面から把握した付加価値を「市町村内総生産」、分配面から把握した付加価値を「市町村民所得」として
推計の対象としています。統計資料の制約から、「支出」は推計していません。

　企業等が土地や資本、労働などの生産要素を組み合わせ、財貨やサービスを生産しますが、これらの生産
物の価値を合計したものが生産総額（産出額）となります。生産総額のうち、生産のために使用した原材料
や燃料などの中間生産物（中間投入）を差引くことにより、新たに生み出された価値である付加価値（総生
産）が得られます。付加価値は、生産要素を提供したものに対して、地代や利潤等の形で報酬として分配さ
れます。その分配された所得は、消費または投資のために支出され、新たな需要となって生産活動を誘発し
ます。このように経済活動は、生産→所得（分配）→支出という循環を繰り返しますが、これは同一の価値
を 3 つの異なった側面から捉えたものであり、概念上の調整によって一致します。

　「市町村内」概念は、市町村の行政区域内での生産活動によって生み出された付加価値を、生産に携わっ
た者の居住地に関わりなく捉えるものです。岩手県の市町村民経済計算では、市町村内総生産を市町村内概
念で把握しています。

　「市町村民」概念は、市町村内居住者（＝市町村民）が生産活動によって生み出した付加価値を、就業地
に関わりなく捉えるものです。岩手県の市町村民経済計算では、市町村民所得の分配を市町村民概念で把握
しています。

　 1 年間に市内の生産活動によって新たに生み出された付加価値の総額を表します。本書では、国際標準産
業分類による経済活動部門別に分類された「経済活動別市内総生産」を掲載しています。

　付加価値を評価する場合、建物や機械・設備が生産過程において減耗する価格分（固定資本減耗）を含む
か否かによって、総生産と純生産の違いがあります。固定資本減耗を含むものを総生産、控除したものを純
生産といいます。

　輸入品に課される税は、関税と輸入品商品税等からなります。国民経済計算に準じて経済活動別に配分せ
ず、一括して輸入する事業所所在地に計上しています。

　課税業者の総資本形成（市町村民経済計算では推計されていない「支出」の側面のうち投資に係る概念）
に係る消費税は、事業者が消費税を納入する際納税額から控除できる制度（仕入税額控除）が採られている
ため、支出側においては消費税を控除した金額で総資本形成が計上されています。しかし、生産側では経済
活動別に総資本形成に係る消費税を分割することが困難であるため、全て税込表示で計上した上で総資本形
成に係る消費税の総額を一括して控除しています。

　市内居住者が 1 年間携わった生産活動によって発生した純付加価値（固定資本減耗を控除したもの）が、
市民に対してどのように分配されるかを示したもので、雇用者報酬、財産所得（非企業部門）、企業所得か
ら構成されます。その総額が市民所得です。

　雇用者報酬には、雇用者（市内に居住し生産活動に従事する就業者のうち、個人業主と無給の家族従業者
を除く全ての者）に対して、賃金、給与、賞与等として現金で支払われるもののほか、雇主の現実社会負担
（公的社会保障制度・年金基金）、雇主の帰属社会負担（退職一時金・労務災害補償）などがあります。
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17-1　経済活動別市内総生産

（単位　百万円）

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

市内総生産
（17＋18－19）

1,077,190 1,098,396 1,123,840 1,111,265 1,128,959

1　農林水産業 7,844 8,278 7,778 7,285 8,444

（1）農業 7,251 7,383 6,873 6,405 7,571

（2）林業 545 837 835 821 814

（3）水産業 48 57 71 58 59

2　鉱業 1,340 1,166 1,209 1,149 1,218

3　製造業 48,775 49,769 49,352 47,700 46,582

4　電気・ガス・水道・廃棄物処理業 24,982 25,396 25,915 27,442 29,378

5　建設業 61,753 63,596 72,858 56,570 63,099

6　卸売・小売業 189,112 191,874 195,760 193,023 185,526

7　運輸・郵便業 42,490 49,017 48,422 49,449 49,961

8　宿泊・飲食サービス業 32,288 30,503 32,483 32,689 31,965

9　情報通信業 48,043 48,214 49,303 49,262 50,508

10　金融・保険業 73,452 76,492 77,315 74,290 79,803

11　不動産業 101,915 102,831 103,357 106,185 111,904

12　専門・科学技術、
　　業務支援サービス業

114,498 114,153 118,909 119,277 118,269

13　公務 78,612 75,609 73,135 74,042 72,726

14　教育 60,108 60,041 59,617 61,251 63,838

15　保健衛生・社会事業 125,392 133,571 138,659 139,832 148,684

16　その他のサービス 60,803 61,684 62,233 62,433 60,114

17　小計 1,071,404 1,092,196 1,116,305 1,101,878 1,122,018

18　輸入品に課される税・関税 13,236 13,647 15,170 19,617 19,374

19　（控除）総資本形成に係る消費税 7,450 7,447 7,635 10,230 12,434

（再　掲）

第 1 次産業（1） 7,844 8,278 7,778 7,285 8,444

第 2 次産業（2、3、5） 111,868 114,532 123,419 105,419 110,899

第 3 次産業（4、6～16） 951,693 969,387 985,108 989,175 1,002,675

資料　県「岩手県市町村民経済計算年報」

注）　小数点以下を四捨五入しているため、内訳と合計が必ずしも一致しない。

平成

実数
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17-1　経済活動別市内総生産（つづき）

（単位　百万円） （単位　百万円）

28年度 29年度 30年度 元年度 2 年度 3 年度

市内総生産
（17＋18－19）

1,115,361 1,126,907 1,148,967 1,126,198 1,092,388 1,125,236

1　農林水産業 9,608 10,232 9,870 10,431 10,463 10,484

（1）農業 8,866 9,421 8,900 9,684 9,793 9,642

（2）林業 690 762 909 697 615 822

（3）水産業 52 49 62 49 54 21

2　鉱業 1,127 1,204 1,232 1,247 1,278 1,241

3　製造業 47,196 42,142 46,321 44,231 40,401 44,692

4　電気・ガス・水道・廃棄物処理業 29,638 30,468 29,710 31,220 31,110 28,652

5　建設業 55,025 58,865 73,750 59,972 56,051 55,642

6　卸売・小売業 182,315 189,075 192,679 189,787 197,622 209,696

7　運輸・郵便業 48,953 48,946 48,279 47,679 38,080 36,821

8　宿泊・飲食サービス業 34,386 34,792 34,814 32,999 19,949 19,426

9　情報通信業 50,751 49,577 49,908 49,640 48,722 49,986

10　金融・保険業 73,415 78,252 81,207 79,065 75,525 75,795

11　不動産業 116,581 119,040 118,972 120,056 120,053 119,502

12　専門・科学技術、
　　業務支援サービス業

115,499 112,716 113,482 116,158 121,238 125,647

13　公務 72,239 73,417 71,644 73,157 73,541 72,727

14　教育 65,188 65,758 64,911 66,804 66,163 66,853

15　保健衛生・社会事業 152,525 149,220 148,974 140,961 135,328 138,340

16　その他のサービス 56,471 57,546 57,007 57,851 51,960 55,523

17　小計 1,110,916 1,121,250 1,142,760 1,121,257 1,087,484 1,111,027

18　輸入品に課される税・関税 16,740 18,488 20,196 19,539 19,332 23,035

19　（控除）総資本形成に係る消費税 12,296 12,832 13,989 14,598 14,427 8,826

（再　掲）

第 1 次産業（1） 9,608 10,232 9,870 10,431 10,463 10,484

第 2 次産業（2、3、5） 103,348 102,211 121,303 105,450 97,730 101,575

第 3 次産業（4、6～16） 997,961 1,008,808 1,011,586 1,005,377 979,291 998,968

資料　県「岩手県市町村民経済計算年報」

注）　小数点以下を四捨五入しているため、内訳と合計が必ずしも一致しない。

平成 令和

実数
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17-1　経済活動別市内総生産（つづき）

（単位　百万円） （単位　%）

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

市内総生産
（17＋18－19）

2.0 2.3 △ 1.1 1.6 △ 1.2

1　農林水産業 5.5 △ 6.0 △ 6.3 15.9 13.8

（1）農業 1.8 △ 6.9 △ 6.8 18.2 17.1

（2）林業 53.6 △ 0.3 △ 1.6 △ 0.8 △ 15.3

（3）水産業 19.8 23.5 △ 17.3 0.5 △ 12.0

2　鉱業 △ 12.9 3.7 △ 5.0 6.1 △ 7.5

3　製造業 2.0 △ 0.8 △ 3.3 △ 2.3 1.3

4　電気・ガス・水道・廃棄物処理業 1.7 2.0 5.9 7.1 0.9

5　建設業 3.0 14.6 △ 22.4 11.5 △ 12.8

6　卸売・小売業 1.5 2.0 △ 1.4 △ 3.9 △ 1.7

7　運輸・郵便業 15.4 △ 1.2 2.1 1.0 △ 2.0

8　宿泊・飲食サービス業 △ 5.5 6.5 0.6 △ 2.2 7.6

9　情報通信業 0.4 2.3 △ 0.1 2.5 0.5

10　金融・保険業 4.1 1.1 △ 3.9 7.4 △ 8.0

11　不動産業 0.9 0.5 2.7 5.4 4.2

12　専門・科学技術、
　　業務支援サービス業

△ 0.3 4.2 0.3 △ 0.8 △ 2.3

13　公務 △ 3.8 △ 3.3 1.2 △ 1.8 △ 0.7

14　教育 △ 0.1 △ 0.7 2.7 4.2 2.1

15　保健衛生・社会事業 6.5 3.8 0.8 6.3 2.6

16　その他のサービス 1.4 0.9 0.3 △ 3.7 △ 6.1

17　小計 1.9 2.2 △ 1.3 1.8 △ 1.0

18　輸入品に課される税・関税 3.1 11.2 29.3 △ 1.2 △ 13.6

19　（控除）総資本形成に係る消費税 0.0 2.5 34.0 21.5 △ 1.1

（再　掲）

第 1 次産業（1） 5.5 △ 6.0 △ 6.3 15.9 13.8

第 2 次産業（2、3、5） 2.4 7.8 △ 14.6 5.2 △ 6.8

第 3 次産業（4、6～16） 1.9 1.6 0.4 1.4 △ 0.5

資料　県「岩手県市町村民経済計算年報」

注）　小数点以下を四捨五入しているため、内訳と合計が必ずしも一致しない。

平成

対前年度増加率
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17-1　経済活動別市内総生産（つづき）

（単位　%）

29年度 30年度 元年度 2 年度 3 年度

市内総生産
（17＋18－19）

1.0 2.0 △ 2.0 △ 3.0 3.0

1　農林水産業 6.5 △ 3.5 5.7 0.3 0.2

（1）農業 6.3 △ 5.5 8.8 1.1 △ 1.6

（2）林業 10.5 19.2 △ 23.2 △ 11.8 33.6

（3）水産業 △ 6.1 27.6 △ 20.6 10.0 △ 61.6

2　鉱業 6.8 2.3 1.3 2.5 △ 2.9

3　製造業 △ 10.7 9.9 △ 4.5 △ 8.7 10.6

4　電気・ガス・水道・廃棄物処理業 2.8 △ 2.5 5.1 △ 0.4 △ 7.9

5　建設業 7.0 25.3 △ 18.7 △ 6.5 △ 0.7

6　卸売・小売業 3.7 1.9 △ 1.5 4.1 6.1

7　運輸・郵便業 0.0 △ 1.4 △ 1.2 △ 20.1 △ 3.3

8　宿泊・飲食サービス業 1.2 0.1 △ 5.2 △ 39.5 △ 2.6

9　情報通信業 △ 2.3 0.7 △ 0.5 △ 1.8 2.6

10　金融・保険業 6.6 3.8 △ 2.6 △ 4.5 0.4

11　不動産業 2.1 △ 0.1 0.9 0.0 △ 0.5

12　専門・科学技術、
　　業務支援サービス業

△ 2.4 0.7 2.4 4.4 3.6

13　公務 1.6 △ 2.4 2.1 0.5 △ 1.1

14　教育 0.9 △ 1.3 2.9 △ 1.0 1.0

15　保健衛生・社会事業 △ 2.2 △ 0.2 △ 5.4 △ 4.0 2.2

16　その他のサービス 1.9 △ 0.9 1.5 △ 10.2 6.9

17　小計 0.9 1.9 △ 1.9 △ 3.0 2.2

18　輸入品に課される税・関税 10.4 9.2 △ 3.3 △ 1.1 19.2

19　（控除）総資本形成に係る消費税 4.4 9.0 4.4 △ 1.2 △ 38.8

（再　掲）

第 1 次産業（1） 6.5 △ 3.5 5.7 0.3 0.2

第 2 次産業（2、3、5） △ 1.1 18.7 △ 13.1 △ 7.3 3.9

第 3 次産業（4、6～16） 1.1 0.3 △ 0.6 △ 2.6 2.0

資料　県「岩手県市町村民経済計算年報」

注）　小数点以下を四捨五入しているため、内訳と合計が必ずしも一致しない。

対前年度増加率

平成 令和



第17章　市内総生産・市民所得

17-2　市民所得の分配

　 （単位　百万円）

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

市民所得（1＋2＋3） 860,984 886,340 937,772 921,689 892,810

1　雇用者報酬 613,750 606,118 611,502 618,839 620,042

（1）賃金・俸給 518,629 510,471 515,202 520,418 521,184

（2）雇主の現実社会負担 81,405 84,073 86,552 86,772 86,447

（3）雇主の帰属社会負担 13,715 11,573 9,748 11,649 12,411

2　財産所得（非企業部門） 45,466 42,518 42,700 41,731 44,535

（1）一般政府 △ 2,481 △ 2,414 △ 2,337 △ 2,018 △ 1,654

（2）家計 47,012 44,096 44,212 42,944 45,401

　ａ 利子 13,605 6,078 4,919 2,838 6,266

　ｂ 配当 2,752 5,529 6,170 7,583 8,351

　ｃ その他の投資所得 26,679 28,547 29,117 28,525 26,627

　ｄ 賃貸料 3,976 3,942 4,005 3,997 4,157

（3）対家計民間非営利団体 935 835 826 805 788

3　企業所得 201,768 237,705 283,569 261,119 228,233

（1）民間法人企業 126,030 153,975 200,835 177,063 135,541

（2）公的企業 11,387 14,209 16,860 19,531 22,660

（3）個人企業 64,351 69,520 65,874 64,525 70,033

　ａ 農林水産業 3,171 3,425 2,655 1,761 2,753

　ｂ その他の産業 24,909 29,386 27,309 25,183 28,868

　ｃ 持ち家 36,270 36,710 35,910 37,581 38,412

資料　県「岩手県市町村民経済計算年報」

注）　小数点第 1 位未満を四捨五入しているため、内訳と合計が必ずしも一致しない。

17-3　市内総生産・市民所得の関連指標

　 （単位　人、千円）

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

1　基準指標

　 総人口 299,518 299,986 300,452 299,927 297,631

2　関連指標

（1）人口一人当たり総生産 3,596 3,661 3,740 3,705 3,793

（2）人口一人当たり市民所得 2,875 2,955 3,121 3,073 3,000

注） 1 　総人口は、平成27年度及び令和 2 年度は国勢調査人口を基にしている。

　　　    それ以外の年度は、各年10月 1 日現在の盛岡市推計人口の結果による。

　　 2 　一人当たり市民所得は、個人や自営業の者の所得だけではなく、企業の所得（利益）も含んだ市の経済全体の

　　　所得水準を表す指標であり、市民個人の所得水準を表すものではない。

平成区　分

実数

平成区　分

実数



第17章　市内総生産・市民所得

17-2　市民所得の分配 （つづき）

　 （単位　百万円）

28年度 29年度 30年度 元年度  2 年度 3 年度

市民所得（1＋2＋3） 889,425 916,266 928,130 916,381 873,579 877,847

1　雇用者報酬 632,846 649,311 657,783 660,715 651,762 658,002

（1）賃金・俸給 532,478 547,584 553,620 556,538 548,361 553,457

（2）雇主の現実社会負担 88,331 88,892 91,432 91,789 91,584 94,790

（3）雇主の帰属社会負担 12,038 12,836 12,730 12,389 11,817 9,754

2　財産所得（非企業部門） 44,628 43,477 44,092 46,365 46,305 47,524

（1）一般政府 △ 1,350 △ 1,224 △ 946 △ 570 △ 112 7

（2）家計 45,149 43,764 44,052 46,043 45,557 46,507

　ａ 利子 6,666 7,043 7,372 11,137 11,519 9,963

　ｂ 配当 9,661 7,539 7,171 6,837 6,392 8,123

　ｃ その他の投資所得 24,520 24,596 24,795 23,469 22,786 23,415

　ｄ 賃貸料 4,301 4,586 4,714 4,600 4,859 5,005

（3）対家計民間非営利団体 830 937 986 892 860 1,011

3　企業所得 211,951 223,478 226,255 209,301 175,512 172,321

（1）民間法人企業 126,524 138,632 144,686 129,912 95,248 90,781

（2）公的企業 17,224 17,288 17,473 15,956 15,608 15,794

（3）個人企業 68,203 67,558 64,096 63,432 64,655 65,746

　ａ 農林水産業 4,030 4,258 3,355 4,197 4,346 4,049

　ｂ その他の産業 24,936 24,297 21,265 19,802 20,953 23,429

　ｃ 持ち家 39,237 39,004 39,477 39,434 39,355 38,268

資料　県「岩手県市町村民経済計算年報」

注）　小数点第 1 位未満を四捨五入しているため、内訳と合計が必ずしも一致しない。

17-3　市内総生産・市民所得の関連指標（つづき）

　 （単位　人、千円）

28年度 29年度 30年度 元年度  2 年度 3 年度

1　基準指標

　 総人口 296,670 295,534 293,773 292,158 289,731 288,127

2　関連指標

（1）人口一人当たり総生産 3,760 3,813 3,911 3,855 3,770 3,905

（2）人口一人当たり市民所得 2,998 3,100 3,159 3,137 3,015 3,047

注） 1 　総人口は、平成27年度及び令和 2 年度は国勢調査人口を基にしている。

　　　    それ以外の年度は、各年10月 1 日現在の盛岡市推計人口の結果による。

　　 2 　一人当たり市民所得は、個人や自営業の者の所得だけではなく、企業の所得（利益）も含んだ市の経済全体の

　　　所得水準を表す指標であり、市民個人の所得水準を表すものではない。

平成 令和区　分

実数

平成 令和区　分

実数



第17章　市内総生産・市民所得

17-2　市民所得の分配 （つづき）

（単位　百万円） （単位　%）

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

市民所得（1＋2＋3） 2.9 5.8 △ 1.7 △ 3.1 △ 0.4

1　雇用者報酬 △ 1.2 0.9 1.2 0.2 2.1

（1）賃金・俸給 △ 1.6 0.9 1.0 0.1 2.2

（2）雇主の現実社会負担 3.3 2.9 0.3 △ 0.4 2.2

（3）雇主の帰属社会負担 △ 15.6 △ 15.8 19.5 6.5 △ 3.0

2　財産所得（非企業部門） △ 6.5 0.4 △ 2.3 6.7 0.2

（1）一般政府 2.7 3.2 13.7 18.0 18.4

（2）家計 △ 6.2 0.3 △ 2.9 5.7 △ 0.6

　ａ 利子 △ 55.3 19.1 △ 42.3 120.8 6.4

　ｂ 配当 100.9 11.6 22.9 10.1 15.7

　ｃ その他の投資所得 7.0 2.0 △ 2.0 △ 6.7 △ 7.9

　ｄ 賃貸料 △ 0.9 1.6 △ 0.2 4.0 3.5

（3）対家計民間非営利団体 △ 10.6 △ 1.2 △ 2.5 △ 2.1 5.2

3　企業所得 17.8 19.3 △ 7.9 △ 12.6 △ 7.1

（1）民間法人企業 22.2 30.4 △ 11.8 23.5 △ 6.7

（2）公的企業 24.8 18.7 15.8 16.0 △ 24.0

（3）個人企業 8.0 △ 5.2 △ 2.0 8.5 △ 2.6

　ａ 農林水産業 8.0 △ 22.5 △ 33.7 56.3 46.4

　ｂ その他の産業 18.0 △ 7.1 △ 7.8 14.6 △ 13.6

　ｃ 持ち家 1.2 △ 2.2 4.7 2.2 2.1

資料　県「岩手県市町村民経済計算年報」

注）　小数点第 1 位未満を四捨五入しているため、内訳と合計が必ずしも一致しない。

17-3　市内総生産・市民所得の関連指標（つづき）

　 （単位　%）

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

1　基準指標

　 総人口 0.2 0.2 △ 0.2 △ 0.8 △ 0.3

2　関連指標

（1）人口一人当たり総生産 1.8 2.2 △ 0.9 2.4 △ 0.9

（2）人口一人当たり市民所得 2.8 5.6 △ 1.5 △ 2.4 △ 0.1

注） 1 　総人口は、平成27年度及び令和 2 年度は国勢調査人口を基にしている。

　　　    それ以外の年度は、各年10月 1 日現在の盛岡市推計人口の結果による。

　　 2 　一人当たり市民所得は、個人や自営業の者の所得だけではなく、企業の所得（利益）も含んだ市の

　　　経済全体の所得水準を表す指標であり、市民個人の所得水準を表すものではない。

　　　　　

平成

対前年度増加率

区　分

平成

対前年度増加率

区　分



第17章　市内総生産・市民所得

17-2　市民所得の分配 （つづき）

　 （単位　%）

29年度 30年度 元年度  2 年度 3 年度

市民所得（1＋2＋3） 3.0 1.3 △ 1.3 △ 4.7 0.5

1　雇用者報酬 2.6 1.3 0.4 △ 1.4 1.0

（1）賃金・俸給 2.8 1.1 0.5 △ 1.5 0.9

（2）雇主の現実社会負担 0.6 2.9 0.4 △ 0.2 3.5

（3）雇主の帰属社会負担 6.6 △ 0.8 △ 2.7 △ 4.6 △17.5

2　財産所得（非企業部門） △ 2.6 1.4 5.2 △ 0.1 2.6

（1）一般政府 9.3 22.7 39.8 80.3 106.1

（2）家計 △ 3.1 0.7 4.5 △ 1.1 2.1

　ａ 利子 5.7 4.7 51.1 3.4 △13.5

　ｂ 配当 △ 22.0 △ 4.9 △ 4.7 △ 6.5 27.1

　ｃ その他の投資所得 0.3 0.8 △ 5.3 △ 2.9 2.8

　ｄ 賃貸料 6.6 2.8 △ 2.4 5.6 3.0

（3）対家計民間非営利団体 12.9 5.2 △ 9.5 △ 3.6 17.5

3　企業所得 5.4 1.2 △ 7.5 △ 16.1 △1.8

（1）民間法人企業 9.6 4.4 △ 10.2 △ 26.7 △ 4.7

（2）公的企業 0.4 1.1 △ 8.7 △ 2.2 1.2

（3）個人企業 △ 0.9 △ 5.1 △ 1.0 1.9 1.7

　ａ 農林水産業 5.7 △ 21.2 25.1 3.6 △ 6.8

　ｂ その他の産業 △ 2.6 △ 12.5 △ 6.9 5.8 11.8

　ｃ 持ち家 △ 0.6 1.2 △ 0.1 △ 0.2 △ 2.8

資料　県「岩手県市町村民経済計算年報」

注）　小数点第 1 位未満を四捨五入しているため、内訳と合計が必ずしも一致しない。

17-3　市内総生産・市民所得の関連指標（つづき）

　 （単位　%）

29年度 30年度 元年度  2 年度 3 年度

1　基準指標

　 総人口 △ 0.4 △ 0.6 △ 0.5 △ 0.8 △ 0.6

2　関連指標

（1） 人口一人当たり総生産 1.4 2.6 △ 1.4 △ 2.2 3.6

（2） 人口一人当たり市民所得 3.4 1.9 △ 0.7 △ 3.9 1.0

注） 1 　総人口は、平成27年度及び令和 2 年度は国勢調査人口を基にしている。

　　　    それ以外の年度は、各年10月 1 日現在の盛岡市推計人口の結果による。

　　 2 　一人当たり市民所得は、個人や自営業の者の所得だけではなく、企業の所得（利益）も含んだ市の

　　　経済全体の所得水準を表す指標であり、市民個人の所得水準を表すものではない。

区　分

対前年度増加率

平成 令和

区　分

対前年度増加率

平成 令和



第17章　市内総生産・市民所得

図表　市内総生産・市民所得

① 市民所得の推移（平成23年度～令和 3 年度）

② 経済活動分類別市内総生産の比較（平成23年度、令和 3 年度）

資料　県「令和 3 年度岩手県市町村民経済計算年報 」

注） 1 　上図表は調査基準日における行政区域による調査結果である。

　　 2 　市民所得とは、生産活動で生み出された付加価値を雇用者報酬、財産所得、企業所得からなる経済主体に分

　　　配した総額のことである。そのため、これは個人の所得水準を表すものでないことに留意する必要がある。

　　 3 　雇用者報酬とは、雇用者に対する給与等の支払のことで、社会保険の雇主負担分や退職一時金も含まれる。

　　 4 　市内総生産とは 1 年間に市内の生産活動によって新たに生み出された価値（付加価値）の総額のことである。

　　 5 　②表のその他とは、経済活動別に配分されない輸入品に課される税・関税を加え、総資本形成に係る消費税

　　　分を差引きした数値である。これは、それぞれの付加価値を消費税込価格で表示し、最後に消費税分を差引

　　　きするという市町村民経済計算の推計方法によるものである。

　　 6 　②表は百万円以下四捨五入のため、内訳と合計が一致しない場合がある。
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